
第８期介護保険事業計画における 

介護人材確保対策の取組 
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• 介護に関心がある人や元気高齢者と介護人材不足の課題を抱える事業所とのマッチングを実施。 

１ 多様な介護人材の確保対策の実施 

• 介護人材のすそ野を広げるため、日常に役立つ介護の知識や介護現場で必要な基本的な知識、技能

を学ぶ研修会を実施。 

２ 介護の入門的研修の実施 

• 事業者、従業者の相談窓口として、専門機関が実施している雇用管理コンサルタントや専門職によ

るヘルスカウンセラー、セミナー等の事業を市内事業所に広く周知し、積極的な活用を図る。 

３ 離職防止に向けた取組の実施 

• 事業所の紹介や従業者のやりがい、介護の魅力等について広報等を活用して発信。 

４ 介護職場の認知度向上に向けた取組の実施 

• 個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化・標準化 

• 効率化につながる可能性のあるＩＣＴ等の活用を行い、文書に係る負担軽減を図る。また、国から

示される様式等も活用し、介護現場の業務効率化を図る。 

５ 介護分野の文書に係る負担軽減に向けた取組の実施 
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１ 多様な介護人材の確保対策の実施 

• 介護職場において、専門的な知識・経験を要する「介護専門業
務」とそれ以外の「介護周辺業務」に切り分け、「介護周辺業
務」に従事する介護助手『介護お助け隊』（以下、『介護お助け
隊』という。）の配置を促進し、介護職員が利用者のケアに集中
し、ケアの質を確保できるようにサービスの業務効率化を進めて、
介護人材の確保、定着を図ります。 

• また、現在の人生１００年時代に、高齢者が元気に活躍し続けら
れる地域、高齢者になっても安心して暮らすことのできる地域を
目指し、元気高齢者が介護助手として働くことを促進します。 
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益田市介護助手『介護お助け隊』事業 
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事業の流れ 

１介護お助け隊の登録 『介護お助け隊』の登録希望者は、「介護お助け隊登録
書」（様式１）を市高齢者福祉課に提出する。 

２介護お助け隊利用の
申請 

『介護お助け隊』の利用を希望する介護事業所（以下、
「介護事業所」という。）は「介護お助け隊利用申請書」
（様式２）を市高齢者福祉課に提出する。 

３マッチング 市高齢者福祉課は、提出された様式１、様式２を照合し内
容が合致した場合、『介護お助け隊』登録者（以下、「登
録者」という。）、介護事業所及び市高齢者福祉課で３者
面談を実施する。 

４雇用手続 登録者と介護事業所の両者の合意が得られた場合、介護事
業所は様式３、様式４により登録者に具体的な業務を説明
し、雇用手続を行う。 

５ヒアリング 実際に就労が始まったら、就労１か月後及び必要な時期に
市高齢者福祉課は登録者と介護事業所の両者にヒアリング
を実施する。 
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介護お助け隊の利用について 

 この事業は、介護に関心がある方、子育てが一段落された方、退職
された方など年齢制限を設けていませんが、元気高齢者の登録を歓
迎しています。 

 １日３時間程度、週３日程度の就労などが標準になってくると思
われます。 
 人員配置が少ない時間帯、食事の準備、片付け等で人員配置を増
やしたい時間帯に介護お助け隊を配置するなど、介護職員が行う専
門業務と介護お助け隊が行う周辺業務とを整理し、切り分けること
によって、業務の効率化が期待できます。 
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介護お助け隊利用対象となる事業所 

• 【施設サービス】 
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 

• 【居宅サービス】 
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、 
特定施設入居者生活介護、 

• 【地域密着型サービス】 
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小
規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 
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２ 介護の入門的研修の実施 

 介護人材のすそ野を広げ、福祉・介護サービス事業や地域活動を支える人材を育
成することを目的として、日常に役立つ介護の知識や介護職として必要な基本的な
介護の知識や技術の実践手法等を学びます。 

【具体的な内容】 

 ・介護に関する基礎知識（介護保険制度の概要等） 

 ・介護の基本（介護における安全、安楽なからだの動かし方等） 

 ・認知症の理解（認知症を取り巻く状況、認知症の基礎と健康等） 

 ・基本的な介護の方法（介護職の役割や介護の専門性、生活支援技術の基本等） 

【研修時間】 

 ・３日間２１時間 
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３ 離職防止に向けた取組の実施 

 松江市に所在する「公益財団法人 介護労働安定センター 島根支部」では、介
護労働サービスインストラクター等が、介護事業所を対象に、雇用管理の改善等に
ついての相談援助や、専門職（医師・看護師等）によるヘルスカウンセラー、セミ
ナー等の事業を実施しています。 
 これらの事業を積極的に活用していただくため、当該センターの情報について、
随時、情報発信します。 
 

※当該センターは、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発・向上及び介護労働者の適正な需給調整
のための援助を行い介護労働者の雇用の安定と福祉の増進を図ることを目的に設立されています。 
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４ 介護職場の認知度向上に向けた取組の実施 

 毎月発行される「広報ますだ」を活用して、事業所の紹介や従業者
のやりがい、介護の魅力等を情報発信します。 

 掲載内容としては、介護サービスを利用されている方・ご家族の
方の声、新規採用の従業者の特集や長年介護事業所に勤務されてい
るベテラン従業者の方の特集などを予定しています。 
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